
NO.118 （4）日 高 市 議 会 だ よ り

よ
り
も
抑
え
ら
れ
る
な
ど
、
市
の

高
齢
者
施
策
の
努
力
は
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
繰
入
金
が
一
定
度
確

保
さ
れ
、
増
加
す
る
保
険
給
付
費

に
対
応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
伺

え
る
。

　

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
数
の

増
加
な
ど
、
介
護
保
険
の
重
要
性

は
増
し
て
い
る
が
、
第
１
号
被
保

険
者
の
保
険
料
は
、
３
年
毎
の
見

直
し
の
た
び
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

被
保
険
者
に
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
。

　

利
用
者
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て

安
心
し
て
介
護
保
険
を
利
用
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
国
の

財
政
措
置
を
抜
本
的
に
増
や
す
こ

と
が
必
要
だ
が
、
本
来
国
が
25
％

負
担
す
る
べ
き
財
源
比
率
が
18
．

２
％
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
現
状

は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

以
上
か
ら
本
議
案
に
反
対
す
る
。

　　

�

議
案
第
45
号　

賛
成
討
論

　

本
決
算
は
、
要
介
護
・
要
支
援

者
数
が
増
加
す
る
中
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
状
況

を
勘
案
し
つ
つ
、
介
護
予
防
や
認

知
症
対
策
等
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

地
域
支
援
事
業
が
円
滑
に
実
施
さ

れ
て
い
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
46
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
武
蔵
高
萩

駅
北
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

　

歳
入
総
額
が
５
億
１
千
396
万
９

千
916
円
、
歳
出
総
額
が
４
億
５
千

562
万
６
千
366
円
で
、
歳
入
歳
出
差

引
額
は
、
５
千
834
万
３
千
550
円
で

あ
る
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
47
号
）

　

�
令
和
３
年
度
日
高
市
水
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
税
抜

き
で
、
収
入
９
億
９
千
966
万
８
千

94
円
、
支
出
９
億
９
千
130
万
９
千

526
円
で
、
収
支
差
引
835
万
８
千
568

円
の
純
利
益
で
あ
る
。

　

資
本
的
収
入
及
び
支
出
は
税
込

み
で
、
収
入
２
億
６
千
755
万
円
、

支
出
５
億
464
万
297
円
で
、
収
支
差

引
２
億
３
千
709
万
297
円
の
資
金
不

足
と
な
り
、
当
年
度
分
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整

額
、
過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資

金
、
減
債
積
立
金
並
び
に
建
設
改

良
積
立
金
を
も
っ
て
補
て
ん
し
た
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
48
号
）

　

�

令
和
３
年
度
日
高
市
下
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

　

収
益
的
収
入
及
び
支
出
は
税
抜

き
で
、
収
入
10
億
７
千
170
万
６
千

354
円
、
支
出
９
億
８
千
639
万
４
千

459
円
で
、
収
支
差
引
８
千
531
万
１

千
895
円
の
純
利
益
で
あ
る
。

　

資
本
的
収
入
及
び
支
出
は
税
込

み
で
、
収
入
５
億
８
千
757
万
８
千

777
円
、
支
出
14
億
９
千
124
万
４
千

931
円
で
、
収
支
差
引
９
億
366
万
６

千
154
円
の
資
金
不
足
と
な
り
、
過

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
当

年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

資
本
的
収
支
調
整
額
、
及
び
減
債

積
立
金
を
も
っ
て
補
て
ん
し
、
並

び
に
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
３
年

度
ま
で
の
同
意
済
企
業
債
の
未
発

行
分
を
も
っ
て
翌
年
度
に
措
置
し

た
。

�

（
全
員
賛
成
で
認
定
）

（
議
案
第
49
号
）

　

�

令
和
４
年
度
日
高
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
８
億
３
千
293
万
５
千
円
を

追
加
し
、
補
正
後
の
総
額
を
、
そ

れ
ぞ
れ
203
億
３
千
869
万
３
千
円
と

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。
繰
越

明
許
費
と
し
て
、
中
学
校
維
持
管

理
事
業
に
つ
い
て
、
適
正
な
事
業

期
間
を
確
保
す
る
た
め
設
定
、
債

務
負
担
行
為
の
補
正
と
し
て
、
高

麗
川
駅
東
口
開
設
事
業
に
係
る
債

務
負
担
行
為
を
追
加
、
地
方
債
の

補
正
と
し
て
、
中
学
校
維
持
管
理

事
業
に
係
る
地
方
債
を
追
加
す
る

と
と
も
に
、
臨
時
財
政
対
策
債
の

限
度
額
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
特
例

交
付
金
に
つ
い
て
、
交
付
額
決
定

に
伴
い
増
額
、
地
方
交
付
税
に
つ

い
て
、
普
通
交
付
税
の
交
付
額
決

定
に
伴
い
増
額
、
国
庫
支
出
金
に

つ
い
て
、
国
庫
補
助
金
で
は
住
民

基
本
台
帳
事
務
の
財
源
と
し
て

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
事
務
費

補
助
金
」、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
応
経
費
の
財
源
と
し

て
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付

金
」「
保
育
対
策
総
合
支
援
事
業

費
補
助
金
」「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時

交
付
金
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
追
加
又

は
増
額
。
県
支
出
金
の
県
補
助
金

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
応
経
費
の
財
源
と
し
て

「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
対
策
事
業
費

補
助
金
」「
保
育
対
策
総
合
支
援

事
業
費
補
助
金
」、
農
業
委
員
会

運
営
事
務
の
財
源
と
し
て
「
農
地

利
用
最
適
化
交
付
金
」
を
、
そ
れ

ぞ
れ
追
加
又
は
増
額
。
繰
入
金
に

つ
い
て
、
特
別
会
計
繰
入
金
で
は

令
和
３
年
度
決
算
に
基
づ
く
精
算

に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
及
び

介
護
保
険
の
各
特
別
会
計
か
ら
の

繰
入
金
を
増
額
、
基
金
繰
入
金
で

は
今
回
の
補
正
予
算
額
の
歳
入
歳

出
差
引
き
の
調
整
を
行
う
た
め
、

「
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
」
を
、

公
立
保
育
所
保
育
運
営
事
業
の
財

源
と
し
て
国
庫
補
助
金
等
の
歳
入

を
見
込
め
た
こ
と
か
ら
財
源
更
正

の
た
め
「
未
来
を
担
う
ひ
だ
か
っ

子
分
繰
入
金
」
を
、
中
学
校
維
持

管
理
事
業
の
財
源
と
し
て
「
公
共

施
設
整
備
基
金
繰
入
金
」
を
、
そ

れ
ぞ
れ
増
額
又
は
減
額
。
繰
越
金

で
は
、
令
和
３
年
度
決
算
に
よ
り

繰
越
金
が
確
定
し
た
こ
と
に
よ
り

増
額
。
諸
収
入
に
つ
い
て
、
令
和

３
年
度
に
収
入
し
た
国
・
県
支
出

金
の
実
績
に
基
づ
く
精
算
に
よ
り

「
民
生
費
国
・
県
支
出
金
追
加
分
」、

令
和
３
年
度
決
算
に
基
づ
く
精
算

に
よ
り
、「
広
域
飯
能
斎
場
組
合

負
担
金
返
還
金
」「
消
防
費
負
担

金
返
還
金
」
を
増
額
。
市
債
で
は
、

中
学
校
維
持
管
理
事
業
の
財
源
と

し
て
「
教
育
債
」、
ま
た
発
行
可

能
額
が
決
定
し
た
こ
と
に
伴
い

「
臨
時
財
政
対
策
債
」
を
、
そ
れ

ぞ
れ
追
加
又
は
減
額
し
た
い
と
い

う
も
の
で
す
。

　

歳
出
に
つ
い
て
は
、
総
務
費
の

う
ち
、
総
務
管
理
費
で
は
、「
争

訟
事
務
」
と
し
て
、
太
陽
光
発
電

設
備
設
置
事
業
の
権
利
確
認
等
請

求
事
件
の
判
決
が
確
定
し
た
た
め
、

顧
問
弁
護
士
へ
の
委
託
料
を
、「
平

和
啓
発
事
業
」
と
し
て
、
新
型
コ

決
算
以
外
の
議
案

決
算
以
外
の
議
案


